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◆「落選ねらい」問題に対応 

９月30日に就労証明書の新様式が定められ、10月１日

より申込み受付が順次開始されています。 

 保育所の４月入所申込みについては、育児休業を延

長する目的で競争率の高いところに申し込んだりする「落

選ねらい」が問題視され、対応が求められていました。 

 

◆様式の変更点  

 新様式では、次の５つの記載欄が追加されました。 

① 入所内定時育休短縮可否 

② 育休延長可否 

③ 単身赴任期間（予定を含む） 

④ 備考欄 

⑤ 保護者記載欄（児童名、生年月日、施設名、利用・申

込み状況に関するチェック欄） 

 また、自治体によっては夜勤に関する状況を別紙で提出

することができ、就労証明書と同様に企業に記載を求めて

いるところもあります。 

 

◆育児休業給付金の支給期間延長の要件と手続きも

見直し 

 上記の「落選ねらい」対策として、令和７年４月１日からは

育児休業給付金の支給期間の延長手続きも見直され、従

業員が記載する申告書と保育所等の利用申込書の写しも、

ハローワークに提出することとなります。 

 また、支給要件として、市区町村に申し込んだ内容が、

速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利

用を希望しているものであると公共職業安定所長が認める

ものであることも、必要となります。 

 令和７年４月１日以後に育児休業に係る子が１歳に達す

る場合または１歳６カ月に達する場合に適用されますので、

該当する育児休業取得者に案内しておくとよいでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【官報（令和６年９月30日号外第227号）

「子ども・子育て支援法施行規則の一部を

改正する内閣府令（令和６年内閣府令第84

号）」】 

【雇用保険法施行規則の一部を改正す

る省令（令和６年厚生労働省令第47号）】 

 

 

 

 

◆特定求職者雇用開発助成金とは 

特定求職者雇用開発助成金は、就職困難者（高年齢

者や障害者、母子家庭の母、就職氷河期世代など）を雇

用した場合に、事業主に一定の条件下で支給されます。

本助成金は求職者の状況別にコースが分かれており、成

長分野等人材確保・育成コースは、就職困難者を業務経

験のない職種で雇い入れた際に、下記の２つのメニューに

該当する取組みを実施することで、特定就職困難者コース

と比較して1.5倍の助成を受けることができます。 

この成長分野等人材確保・育成コースが、2024年10月

１日から支給要件が緩和され、利用しやすくなりました。 

・成長分野メニュー：成長分野（デジタル・グリーン分野）

の業務に従事する労働者として雇い入れ、雇用管理改善

や能力開発を行うもの 

※デジタル分野とは、プログラマー、ＳＥ、データサイエ

ンティストなど。グリーン分野とは、脱炭素・低炭素化などに

関する研究開発者や技術者など 

・人材育成メニュー：人材開発支援助成金に基づく50

時間以上の教育訓練を行ったうえで、雇入れ時より５％以

上賃金の引上げを行うもの 

 

◆見直しされた要件 

上記２つのメニューの対象となる就労経験のない職業の

判断について、過去５年間に通算１年以上の就労経験の

ない場合とし、パート・アルバイトの経験は就労経験期間に

令和７年４月保育所入所申込み分 

～就労証明書記載の留意点～ 
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企業のみなさまと 

 

社会保険労務士／国家資格 2級キャリア・コンサルタント技能士／育休後アドバイザー： 松下 真希 
特定社会保険労務士／キャリア・コンサルタント／年金アドバイザー／相続診断士： 伊藤 妙子 

「共に成長し、共に発展する」喜びを見つけ、信頼関係を大切にしています。 

特定求職者雇用開発助成金（成長分野等人材確保・

育成コース）の要件が緩和されました 
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含めないこととなりました（パート・アルバイトでの就労経験

であっても、正規雇用労働者と同等以上の職業能力を有

する場合や、過去10年間に５年以上正規雇用労働者とし

て当該業務の就労経験がある場合は除く）。 

また、厚生労働大臣が指定する教育訓練給付の講座の

うち公的職業資格の取得を目的とした教育訓練は、50時

間未満の訓練であっても助成対象とすることとなりました。 

 成長分野（デジタル・グリーン分野）の業務での採用を

お考えの際には、本助成金の利用を検討してみてはいか

がでしょうか。ご検討の際は、当事務所にご相談ください。 

 

【厚生労働省「特定求職者雇用開発助成

金（成長分野等人材確保・育成コース）」】  

 

 

 

◆児童手当の変更 

令和６年10月１日から児童手当制度が改正されていま

す。今回の改正は、子育て支援の強化を目的としており、

子どもを育てる従業員の生活に密接に関わるものです。改

正のポイントを押さえ、育児と仕事の両立支援に活かして

いきましょう。 

 

◆改正のポイント 

１. 支給対象の拡大 

これまで児童手当は中学生までが対象でしたが、令和６

年10月１日からは高校生年代（18歳に達する日以後の最

初の３月31日まで）も支給対象となりました。 

２. 所得制限の撤廃 

従来の児童手当には所得制限がありましたが、これが撤

廃されました。 

３. 支給額の増額 

第３子以降の児童に対する支給額が月額30,000円に

増額されました。なお、カウント方法は、22歳年度末までの

上の子について、親等の経済的負担がある場合をカウント

対象とすることとなりました。 

４. 支給時期の変更 

児童手当の支給時期が年３回から隔月（偶数月）の年６

回に変更されました。 

５. 申請手続の注意点 

今回の改正により新たに児童手当の支給対象となる方

は、令和７年３月 31 日までに市区町村へ申請を行うことで、

令和６年10月分からの児童手当を受給することができま

す。申請を忘れたり遅れたりすることのないよう、今回の改

正についてお知らせするとともに、早めの手続きを呼びか

けるとよいですね。 

 

【こども家庭庁「もっと子育て応援！ 

児童手当」】 

 

 

◆道路交通法の改正 

令和６年 11 月１日より、自転車の「運転中のながらスマ

ホ」と「酒気帯び運転および幇助」に対して、新しく罰則が

適用されます。 

 

◆運転中のながらスマホ 

自転車に乗りながら、スマートフォン等を手で保持して通

話したり、画面を注視したりする行為が新たに禁止され、罰

則の対象になります。 

・違反者は、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金 

・交通の危険を生じさせた場合は、１年以下の懲役または

30万円以下の罰金 

 

◆酒気帯び運転および幇助 

酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提

供に対して新たに罰則が適用されます。 

・違反者は、３年以下の懲役または50万円以下の罰金 

・自転車の提供者は、３年以下の懲役または 50 万円以下

の罰金 

・酒類の提供者・同乗者は、２年以下の懲役または 30 万

円以下の罰金 

 

◆自転車運転者講習制度 

上記は、「自転車運転者講習制度」の対象となります。ま

た、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の自転車

運転の危険行為（信号無視や指定場所一時不停止、通

行区分違反や安全運転義務違反等）を反復して行った者

も講習制度の対象となります。 

＊受講命令違反は、５万円以下の罰金 

免許なしで誰でも乗れる自転車だからこそ、従業員が通勤

や業務で自転車を使用する場合、十分に注意するよう喚

起しましょう。 

【警察庁「自転車の危険な運転に新しく罰

則が整備されました」】 

 

 

 

 

 

 

 

 

黒柴 夢ちゃんから一言 

児童手当制度が変わりました 

みなさん こんにちは 

今年は比較的暖かい晩秋ですが、朝夕の寒暖差には 

お気をつけください。 

 

●年末調整の提出時期が近づいてまいりました。 

保険会社からの保険料控除 

証明書、扶養対象者の確認、 

送金証明となる書類等、必 

要書類はお早めに確認し、 

ご準備ください。 

11月１日から自転車の危険運転に罰則が科されます 


